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平成２５年度独立行政法人国立環境研究所年度計画  
 

 

第１ 国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する目標を達成するため

とるべき措置 

 

１．環境研究に関する業務  

（１）環境研究の戦略的な推進 

国内外の環境研究の中核的機関として、また、政策貢献型機関としての役割を果たすべく、以

下のように環境研究を戦略的に推進する。 

①環境研究の体系的推進 

     環境研究の柱となる８の研究分野について、対応する研究センターの研究体制の下で基礎

研究から課題対応型研究まで一体的に、分野間連携を図りつつ推進する。あわせて長期的な

取組が必要な環境研究の基盤整備を行う。 

②課題対応型研究の推進 

課題対応型の研究プログラムとして設定した重点研究プログラム及び先導研究プログラム、

（２）に記載する推進体制の下で組織的に集中して研究展開を図る。 

③災害と環境に関する研究 

災害と環境に関する研究に総合的に取り組み、まず東日本大震災の被災地の復興と環境創

造に対して環境研究の面から貢献し、もってその研究成果により大地震等が生じた際の人や

環境への被害の回復や環境汚染対策等の環境政策に貢献できるようにする。 

④中核的研究機関としての連携機能の強化 

ア．国内外の中核的研究機関としてこれまでに構築してきた研究機関・研究者ネットワーク

等の蓄積を活かし、内外の環境分野の研究機関との連携を国環研のリーダーシップにより

戦略的に推進するための体制を構築していく。災害と環境に関する研究については、被災

自治体や他の研究機関との具体的連携関係を構築しつつ展開していく。 

イ．国内においては、他の研究機関等（独立行政法人、大学、地方自治体環境研究機関、民

間企業等）との共同研究等を通じて、環境研究全体の一層のレベルアップを図る。このた

め、他機関の研究実施状況や成果に係る情報を把握して、効果的な環境研究の推進体制を

構築し、外部競争的資金も活用した共同プロジェクトなどの効率的な研究の実施に努める。 

ウ．海外については、海外の研究者、研究機関及び国際研究プログラムとの連携を推進する

とともに、国際的な研究活動、国際研究交流、国際研究協力等に取り組む。特に地球環境

問題に関する研究や我が国と密接な関係にあるアジア地域において、国環研が中心となっ

た戦略的な研究展開を図る。 

 

⑤環境政策立案等への貢献 

ア．環境政策の検討に向けて、研究成果を積極的に提供、発信するとともに、環境政策の決   

定に必要となる科学的な事項の検討への参加、関係審議会等への参画等を通じて幅広く貢



 

- 2 - 

献する。 

イ．研究分野ごとに研究成果と政策貢献との関係を把握し、政策貢献に関して評価する仕組

みの適切な実施を図る。 

ウ．環境の状況等に関する情報、環境研究・環境技術等に関する情報を収集・整理し、提供

する。 

エ．特に、地球温暖化対策に関する計画の策定などの環境政策の展開に資するよう、地球環

境モニタリングの推進等により科学的知見やデータの提供等を行うほか、「子どもの健康

と環境に関する全国調査」、化学物質のリスク評価等の政策支援を的確に実施する。また、

廃棄物の適正処理を含む循環型社会の形成、生物多様性の保全等の重要な政策目標に資す

る様々な科学的知見やデータを提供し、政策に貢献する。 

オ．東日本大震災からの復興や被災地の環境創造を図る政策に貢献できるよう、災害と環境

に関する研究、特に環境中へ放出された放射性物質による汚染に関する研究等を推進する。

加えて、福島県環境創造センター（仮称）の設置・運営に向け、福島県等と連携して必要

な検討・準備を行う。 

⑥研究環境の質の向上 

ア．研究者が能力を最大限に発揮する研究環境を確立するため、研究費の適正かつ効果的な

配分、外部研究資金獲得能力の向上、研究空間の整備と最適配分、人材育成等のための研

修などを更に充実させるほか、研究活動に役立つ情報の収集・整理・提供、研究開発力強

化法「研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率

的推進等に関する法律」（平成２０年法律第６３号）（以下「研究開発力強化法」という。）

に基づく人材活用方針を積極的に運用する。 

イ．また、公募と評価に基づき運営される所内公募型研究を推進する。 

 

（２）研究の構成 

環境研究を体系的に推進するとともに、重要な環境研究課題に対応するための研究プログラム（課

題対応型の研究プログラム）を推進する。また、災害と環境に関する研究を行う。さらに、環境研究の

基盤整備を行う。 

 

① 環境研究の柱となる研究分野 

環境研究の柱となる８の研究分野を以下のとおり設定し、これらを担う研究センターにおいて、別表１

のとおり基礎研究から課題対応型研究まで一体的に、分野間連携を図りつつ環境研究を推進し、目

標の達成を図る。 

ア．地球環境研究分野 

イ．資源循環・廃棄物研究分野 

ウ．環境リスク研究分野 

エ．地域環境研究分野 

オ．生物・生態系環境研究分野 

カ．環境健康研究分野 

キ．社会環境システム研究分野 

ク．環境計測研究分野 
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② 課題対応型の研究プログラム 

課題対応型の研究プログラムは、第２期中期目標期間の研究成果を踏まえつつ、緊急かつ重点

的な対応が求められている研究課題と、それ以外の特に研究資源を集約して取り組むべき研究課

題とからなる次の１０の研究プログラムとし、プログラム総括者の下で別表２のとおり設定した

方向性、到達目標の達成を図る。 

＜緊急かつ重点的な研究課題：重点研究プログラム＞ 

ア．地球温暖化研究プログラム 

イ．循環型社会研究プログラム 

ウ．化学物質評価・管理イノベーション研究プログラム  

エ．東アジア広域環境研究プログラム 

オ．生物多様性研究プログラム 

＜次世代の環境問題に先導的に取り組む研究課題：先導研究プログラム＞ 

カ．流域圏生態系研究プログラム 

キ．環境都市システム研究プログラム 

ク．小児・次世代環境保健研究プログラム 

ケ．持続可能社会転換方策研究プログラム 

コ．先端環境計測研究プログラム 

 

③  災害と環境に関する研究 

東日本大震災等の災害と環境に関する研究として、放射性物質に汚染された廃棄物・土壌の処

理処分技術の評価・開発等や、放射性物質の環境動態解明、被ばく量の評価、生物・生態系への

影響評価、災害後の地域環境の再生・創造等に関する調査・研究を、研究体制を整備して総合的・

一体的に推進するとともに、福島県等他の機関との連携を図りつつ、別表３に示す研究を実施し、

目標の達成を図る。 

 

④ 環境研究の基盤整備 

環境研究の推進とあわせて長期的な取組が必要な環境研究の基盤の整備事業として、別表４に

示すとおり、衛星による温室効果ガスモニタリングを含む地球環境モニタリング等の環境の観

測・解析、環境試料の保存・提供、レファレンスラボ機能の整備、環境に関わる各種データのデ

ータベース化等の研究基盤を整備するとともに、「子どもの健康と環境に関する全国調査」について、

環境省の基本計画に基づくコアセンターとしての調査の総括的な管理・運営を行う。 

 

   

（３）研究成果の評価 

独立行政法人国立環境研究所（以下「国環研」という。）の研究評価実施要領に基づき研究課題

及び各研究分野の研究活動についての評価を行い、その結果を研究活動に適切にフィードバック

する。 

具体的には、以下のとおり研究評価を実施する。 

①研究評価は「国の研究開発評価に関する大綱的指針」を踏まえ、国環研内における内部研
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究評価を実施するとともに、外部専門家を評価者とする外部研究評価を効率的・効果的に

実施しその評価結果は公表することとする。 

②評価結果は研究資源の配分等、業務運営に適切に反映させる。 

③研究評価においては、研究の直接の結果（アウトプット）とともに、国内外の環境政策へ

の反映、環境研究への科学的貢献等、得るべき成果（アウトカム）についても評価する。 

④研究評価の方法は、ア．科学的、学術的な観点、イ．環境問題の解明・解決への貢献度、

ウ．環境行政や国際的な貢献度等の観点から総合的に評価する。 

また、海外から適切な有識者を招へいし、関連研究センターや研究所全般の活動について評価・

助言を得る。 

 

２．環境情報の収集、整理及び提供に関する業務 

国民の環境問題に関する理解を深めるとともに、国等の環境政策及び企業、民間による自主的な

環境保全に関する取組を支援するため、様々な種類の環境情報をインターネット等を通じて効果的

また統合的に利用できる情報基盤の整備・運用を行う。 

その際、利用者が必要な情報にたどり着きやすいよう、提供する情報の相互運用性の向上を図る

など情報基盤の機能を充実させ、環境研究機関等との連携に配慮するとともに、利用者の身近な環

境情報の収集・活用について検討するなど双方向コミュニケーションの充実に留意する。 

本業務の目標を達成するために、次のとおり、重点的・体系的に業務を実施することとし、平成

２５年度は、新たに２，０００件の情報源情報（メタデータ）を収集･整理し、提供することを目

指す。 

（１）環境の状況等に関する情報の提供 

我が国の大気汚染、水質汚濁、化学物質等の環境の状況に関するデータ及び環境指標・環境統

計等、行政機関等により収集された基礎データを広く収集・整理し、様々な利用に対応できるデ

ータとして取りまとめるとともに、地理情報システム（ＧＩＳ）を活用するなどして、できる限

り分かりやすい方法で提供する。 

 

（２）環境研究・環境技術等に関する情報の提供 

環境研究・環境技術の動向、環境技術の解説、競争的資金などの支援情報その他の環境研究・

環境技術に関する情報を収集・整理し、提供する。提供に当たっては、関連情報へのリンクを提

供するなど、多角的で分かりやすい情報の提供に留意する。 

 

上記（１）、（２）のほか、国民の環境保全活動の推進等に資するため、環境保全に係る動向等に

関する情報を収集・整理し、提供する。 

 

３．研究成果の積極的な発信と社会貢献の推進 

（１）研究成果の提供等 

国民の環境保全に対する関心を高めるとともに、環境問題に関する科学的理解と研究活動への

理解を増進するため、インターネット、プレスリリース、公開シンポジウム等を通じ、研究活動

や研究成果の積極的な発信に努める。その際、政策貢献型の研究機関として、国環研の果たして
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いる役割や、研究成果と環境政策との関連性等の情報を含めつつ、環境研究の専門的知識を持た

ない主体に対しても、分かりやすく、かつ正確な発信に努める。 

広報活動については、職員の広報に対する意識の向上を図るとともに、平成２５年度広報・成

果普及等業務計画に基づき実施する。その際、広報内容と利用者のニーズ等を考慮し、経費削減

の観点を加えつつ、効率的・効果的な広報媒体を選択する。更に、地域社会に根ざした法人とし

ての役割と責任を踏まえた広報活動にも心がける。これらの広報活動については、外部専門家の

意見も聴取しつつ、より効果的なものとなるように努める。 

具体的には、以下により研究活動・研究成果に関する情報を幅広く提供する。 

①発表論文、誌上発表及び口頭発表の推進 

個別の研究成果の発表について、平成２５年度の査読付き発表論文数、誌上発表件数及び

口頭発表件数を、それぞれ第２期中期目標期間中の年平均と同程度に確保する。その際、国

内外の学会等で高い評価を得るなど、学術的・社会的貢献の観点から質の高い研究成果の発

信に努める。 

②マスメディアを通じた研究成果等の普及 

研究活動や研究成果に関する正確で、興味深い情報をタイムリーに、マスメディアを通じ

て積極的に発信する。 

なお、研究成果等が実際に掲載・放映され易くするためには、マスコミ関係者が国環研に

関心を持つことも重要であることから、マスメディアを対象とした定期的な勉強会等の開催

に努める。 

これらの情報発信に関しては、平成２５年度のプレスリリース件数の合計数を、第２期中

期目標期間中の年平均数を上回ることを目指す。更に、プレスリリースの内容については、

研究成果の発表件数が第２期中期目標期間の年平均のそれを上回ることを目指す。 

③インターネット等を通じた研究成果等の普及 

一般国民が手軽に国環研を知ることができる有効な手段の一つであるホームページの役

割を踏まえ、研究所の最新の動向を正確かつ迅速に発信するとともに、利用者が必要とする

情報に効率的にアクセスできるよう、ホームページの機能強化に努める。また、研究活動支

援及び社会貢献の観点から、研究者向けの有用なデータや、社会的に関心の高いテーマにつ

いて、関連情報の提供に努める。更に、刊行物等の様々な広報手段を活用し、研究活動・研

究成果の解説・普及に努める。 

 

（２）研究成果の活用促進 

研究基盤としてのデータベースや保存試料などの外部研究機関等への提供や、産学官交流の促

進等を通じて、研究成果の活用促進に努める。知的財産については、財務の効率化及び権利化後

の実施の可能性を重視して、研究所が保有する特許権等を精選し活用を図る。 

また、アジア地域等をはじめとした国際的な研究事業については、産官学の連携の下でアジア

等の環境産業の育成を図ろうとする政策展開と連携して、研究成果を社会実装に反映できるよう

にすることを念頭に置きつつ推進する。 

 

（３）社会貢献活動の推進 

   研究成果の国民への普及・還元を通じて、社会貢献に一層努める。具体的には、以下の取組を
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推進する。 

①研究成果の国民への普及・還元活動 

ア．公開シンポジウム、研究所の一般公開の実施 

６月に開催予定の公開シンポジウム(研究成果発表会)や４月及び７月に開催予定の研究

所の一般公開において、最新の研究成果について、研究所・研究者から直接国民にインパク

トのあるメッセージを発信する。 

イ．各種イベント、プログラムへの参加 

シンポジウムやワークショップ等の開催又は参加に努めるほか、環境省や地方公共団体等

とも連携し、環境保全を広く国民や地域社会に訴えるイベントや、若い世代に環境研究の面

白さを伝えるためのイベントやプログラムにも積極的に参加する。 

 ウ．研究所視察者・見学者の対応 

視察者・見学者の希望を十分把握した上で、研究活動に支障のないよう留意しつつ、視察

者・見学者が満足するような見学コースの設定に努める。なお、見学対応においては、研究

所の研究内容が一覧できるなど展示内容や展示方法を工夫しつつ、わかり易く興味を持てる

説明に努める。 

②環境教育及びさまざまな主体との連携・協働 

ア．環境問題の解決のためには、社会構造やライフスタイルの変革等国民の具体的な行動に

結びつけることが重要であることから、第１の２の環境情報の提供のほか、各種体験学習

プログラム等の実施又は参加により積極的な啓発活動・環境教育に取り組む。 

イ．環境問題に取り組む国民やＮＧＯを含む関係機関等に対して、適切な助言や必要に応じ

て共同研究、講師派遣等を行うことにより一層の連携・協働を図り、地域や社会における

環境問題の解決に貢献する。 
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第２ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 
 

１．研究所の運営・支援体制の整備 

独立行政法人化の要請である効率化と環境研究等の充実・強化の両立を図るため、以下の体制を

構築する。なお、体制については、理事長の指揮のもと、絶えず検討し、必要に応じ見直しを行う。 

（１）研究活動については、第１の１．に記載した体制の下で推進するとともに、その内容につい

て評価を行い、それを反映して柔軟に運営する。 

（２）企画部・総務部・環境情報部が連携し、運営の効率化と研究支援の強化を図る。 

（３）つくばの国環研本構と福島県における研究拠点が連携して、効率的・効果的に研究活動を進

めるための体制整備を進める。 

（４）国内外の関係機関との連携強化のための体制を構築する。 

（５）コンプライアンス徹底のための体制、広報・アウトリーチ活動のための体制を強化する。 

 

２．人材の効率的な活用 

（１）人的資源の最適配置を行うほか、優れた研究者の登用、既存の人材の活性化・有効活用など

により人事管理を行い、人材の効率的活用を図る。また、研究開発力強化法に基づく人材活用

方針を積極的に運用するとともに、適宜内容の充実を図る。各研究部門において、専門的、技

術的能力を維持・継承できる体制の構築を進める。 

（２）管理部門の事務処理能力の更なる向上を図るため、研修会や関係するセミナーへの参加や高

度技能専門員の積極的な活用を図る。 

（３）職務業績評価については、本人の職務能力の向上や発揮に資するよう、また、国環研の的確

な業務遂行に資するよう適宜見直しを行う。 

（４）定年退職後の再雇用者の能力が十分発揮できる方策を検討する。 

 

３．財務の効率化 

（１）国環研の環境研究の取組の強化への要請に応えつつ、業務の効率化を進め、運営費交付金に

係る業務費（「衛星による地球環境観測経費」及び「子どもの健康と環境に関する全国調査経費」

を除く。）のうち、業務経費については１％以上、一般管理費については３％以上の削減を目指

す。なお、一般管理費については、経費節減の余地がないか自己評価を厳格に行った上で、適

切な見直しを行うものとする。 

給与水準については、国家公務員の給与水準も十分考慮し、手当を含め役職員給与の在り方

について厳しく検証した上で、給与改定に当たっては、引き続き、国家公務員に準拠した給与

規定の改正を行い、その適正化に取り組むとともに、その検証結果や取組状況を公表する。 

また、総人件費についても、今後の政府における総人件費削減の取組を踏まえ、厳しく見直

すものとする。 

（２）国環研の知的・物的能力を、業務に支障のない範囲で、所外の関係機関等に対して提供して

収入を得ること等により、円滑な財務運営の確保に努める。 

（３）契約については、「随意契約等見直し計画（平成２２年４月策定）」等に基づき、原則として

一般競争入札によるものとし、契約の適正化を着実に実施するとともに、内部監査や契約監視
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委員会等により取組内容の点検・見直しを行う。 

   また、研究・開発事業等に係る調達については、他の独立行政法人の事例等をも参考に、透

明性が高く効果的な契約の在り方を追求する。 

 

４．効率的な施設運用 

（１）研究施設の現状や利用状況を把握し、施設の利用度のほか、本来業務に支障のない範囲での

有効利用可能性の多寡、効果的な処分、経済合理性といった観点に沿って、保有資産の保有の

必要性について、自主的な見直しを行う。（なお、生態系研究フィールドⅡについては、当該

フィールドで現在実施している研究が平成 27 年度を目途に終了することから、当該フィール

ドにおける機能を国環研本構の敷地内を含む他の場所に確保し、当該フィールドについては、

現在実施している研究が終了した後、速やかに、国庫納付する。） 

（２）研究体制の規模や研究内容に見合った研究施設のスペースの再配分の方法を見直すなどによ

り、研究施設の効率的な利用の一層の推進を図るとともに、計画的な施設の改修・保守管理を

行う。 

 

５．情報技術等を活用した業務の効率化 

（１）各種業務の効率化に資するため、コンピュータシステムに関する最適化計画に基づくこれま

での取組を踏まえ、所内ネットワークシステム及び人事・給与システム、会計システム等の基

幹システムの適切な管理・運用を行う。 

（２）研究業務の効率化に資するため、以下の取組を行う。 

ア．研究関連情報データベースを適切に運用する。 

イ．研究に必要な文献等の効率的な入手と利用管理のため、電子ジャーナルシステムの利用を

促進する。 

ウ．環境観測データに係るテレメータシステムを引き続き活用する。 

（３）情報セキュリティポリシー及び実施手順等に従い適切な情報セキュリティ対策を進めるとと

もに、自己点検等の結果を踏まえ、運用の適切な見直しを行う。更に、情報端末やソフトウェ

ア資産等の集中管理を進める。 

 

６．業務における環境配慮等 

業務における環境配慮についても一層の徹底とともに、先導的に環境負荷の低減を図るため、以

下の取組を推進する。 

（１）物品及びサービスの購入・使用に当たっては、環境配慮を徹底する。その際、政府の「環境

物品等の調達の推進に関する基本方針」に示されている特定調達物品ごとの判断基準を満足す

る物品等を１００％調達する。また、できる限り環境への負荷の少ない物品等の調達に努める

こととする。 

（２）温室効果ガスについては、一層の削減を図ることとし、平成１３年度比で２５％以上削減す

ることを目標とする。 

（３）上水使用量については、これまでに整備した実験廃水の構内での再利用施設を引き続き活用

する他、所内の給水装置を調査し、可能な限り節水機器の導入を図ることで一層の使用量削減
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を目指す。 

（４）廃棄物の適正管理を進めるとともに、廃棄物発生量については、不要物の情報提供を行う所

内ネットワークシステムを活用し、リユースの推進を図るなど一層の廃棄物発生量の削減を目

指す。 

（５）施設整備や維持管理に際しての環境負荷の低減の観点からの取組や、化学物質の管理の強化、

通勤に伴う環境負荷削減の取組を奨励する等自主的な環境配慮の推進に努める。 

（６）業務における環境配慮については、所内に設置されている環境配慮の推進体制の下、職員の

協力を得つつ必要な対策を進め、その成果を毎年取りまとめ環境報告書として公表する。 

（７）また、国民の環境配慮の取組を増進させるために、国環研の業務における環境配慮の取組・

成果について積極的な発信に努める。 

 

７．内部統制の推進 

 適切な内部統制を確保し、業務運営の適正化・効率化を図るため、以下のとおり進行管理を行う。 

（１）研究の実施に当たっては、研究計画を計画年度等の妥当性を精査しつつ作成・公表するとと

もに、研究センター長やプログラム総括者等による進行管理に加えて、外部の専門家の評価・

助言を受け、研究所全体としてフォローアップを行う。 

（２）業務運営については、理事長等によるユニット評価や業務実績報告書の作成を通じた自己点

検を行い、その結果を翌年度の業務に反映するなど、業務運営の改善を促進する。 

（３）理事会に加え、幹部会や研究評価委員会を定期的に開催し、適切な進行管理を行う。 

（４）社会的信頼に応える良質な業務運営管理の体制を確保するため、コンプライアンス基本方針

に基づく取組を進める。特にコンプライアンス委員会においては、法令違反が生じないよう、

業務に関連した関係法令リストを作成し、所内に周知する等、取り組みを進める。また、職員

のコンプライアンス意識の一層の向上を図るための講習等を実施する。 

 

８．安全衛生管理の充実 

 事故及び災害等の発生を未然に防止し、安心して研究等に取り組める環境を確保するため、職場

における危険防止・健康障害防止の措置の徹底、安全・衛生教育訓練の推進を図る。また、メンタ

ルヘルス対策として、専門医療機関における相談や臨床心理士による特別労働相談、保健師・看護

師による健康・保健指導を行うなど職員の健康管理への配慮等、安全衛生管理を進める。 
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第３ 財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置 

 
第２の３「財務の効率化」で定めた事項に配慮した予算を作成し、当該予算による運営を行

う。 

また、健全な財務運営と業務の充実の両立を可能とするよう、交付金の効率的・効果的な使

用に努めるとともに、競争的な外部研究資金、受託収入、寄附金等についても、引き続き、確

保に努める。特に、競争的な外部資金の平成 25 年度の額は、環境研究に関する競争的外部資金

の動向を踏まえつつ、第２期中期目標期間中の年平均額と同等程度を確保することを目指す。

その際、国環研のミッションに照らして、申請内容や当該資金の妥当性について審査・確認す

る。 
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第４ 予算(人件費の見積りを含む)、収支計画及び資金計画 

 

 

（１）予算 

 

平成２５年度収支予算 

  （単位：百万円） 

区   分 金 額 

収入   

  運営費交付金 11,688 

  施設整備費補助金 332 

  受託収入 3,611 

  その他の収入 32 

計 15,663 

支出   

  業務経費 8,351 

  施設整備費 332 

  受託経費 3,611 

  人件費 2,896 

  一般管理費 473 

計 15,663 

（注）「金額」欄の計数は、原則としてそれぞれ四捨五入によっている

ので、端数において合計とは合致しないものがある。 
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（２） 収支計画 

平成２５年度収支計画 

 (単位：百万円) 

区          別 金  額 

費用の部   

  経常経費 15,673 

     研究業務費 7,502 

     受託業務費 3,611 

     人件費 2,896 

     一般管理費 425 

     減価償却費 1,239 

  財務費用 0 

  臨時損失 0 

収益の部 15,673 

  運営費交付金収益 10,791 

  受託収入 3,611 

  その他の収入 32 

  寄付金収益 0 

  資産見返運営費交付金戻入 1,239 

  財務収益 0 

  臨時利益 0 

純利益 0 

目的積立金取崩額 0 

総利益 0 

（注）１．収支計画は､予算ベースで計上した。 

   ２．減価償却費は､交付金収入で取得した５０万円以上の有形固定資

産の減価償却累計額を計上した。 

   ３．減価償却費については､定額法で計算した。 

   ４．退職手当については､その全額について運営費交付金を財源とす

るものとして想定している。 

５．「金額」欄の計数は、原則としてそれぞれ四捨五入によっている

ので、端数において合計とは合致しないものがある。 
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（３） 資金計画 

平成２５年度資金計画 

  

 （単位：百万円） 

  区          別 金  額 

資金支出 15,663 

   業務活動による支出 14,435 

       研究業務費 7,502 

      受託業務費 3,611 

      その他経費 3,321 

    

   投資活動による支出  

    有形固定資産の取得による支出 1,228 

   財務活動による支出 0 

   次期中期目標期間への繰越金 0 

    

資金収入 15,663 

  業務活動による収入 15,331 

    運営費交付金による収入 11,688 

    受託収入 3,611 

    その他の収入 32 

  投資活動による収入   

    施設整備費による収入 332 

  財務活動による収入 0 

    

  前年度からの繰越金 0 

（注）１．資金計画は予算ベースで計上した。 

   ２．業務活動による支出は､有形固定資産取得見込額等を差し引いた額

を計上した。 

   ３．投資活動による支出は､運営費交付金及び施設費補助金で取得する

有形固定資産の取得見込額等を計上した。 

４．「金額」欄の計数は、原則としてそれぞれ四捨五入によっている

ので、端数において合計とは合致しないものがある。 

 

 

 

 

 

 



 

- 14 - 

第５ その他の業務運営に関する事項 
 

１．施設・設備の整備及び維持管理 

良好な研究環境を維持するため、施設及び設備の老朽化対策を含め、業務の実施に必要な施設及

び設備の計画的な整備に努める。また、平成 24 年 6 月に施行された改正水質汚濁防止法に対応す

るため、必要な改修を進める。 

 

２．人事に関する計画 

人件費の削減に伴い、ポストドクターなどの研究系契約職員が研究所の研究能力に占める比率が

高まってきた。このため、将来に向けての研究所の活力を維持するため、研究系職員の能力開発を

適正に行う体制を確保するとともに、若手研究者、女性研究者、外国人研究者等の研究参画意欲の

一層の促進を図る。 
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別表１ 研究分野における研究活動及び研究の推進方向 

 

ア．地球環境研究分野 

地球環境の現況の把握とその変動要因の解明、それに基づく地球環境変動の将来予測及び地

球環境変動に伴う影響リスクの評価、並びに地球環境保全のための対策に関する研究を実施す

る。特に、大気中の温室効果ガスの地球規模での動態の観測・解明、過去から将来にわたる気

候変動の解明・予測、気候変動に対する地球規模の影響リスクの評価、気候変動に対する国際

的な適応・緩和対策に関する研究など、気候変動（地球温暖化）問題に重点をおいて研究を推

進する。 

① 衛星観測を含む各種プラットフォーム・先駆的手法を用いて、全球及び東アジア域を中心

として地球環境に影響を及ぼす温室効果ガス等の物質に関する観測を展開し、データを蓄

積する。得られた観測データ・モニタリングデータの解析手法の高度化ならびに大気輸送

モデルを用いた観測データの総合的な解析を行う。また、現場のフラックス観測やモデル

研究により温室効果ガスの広域フラックス推定に関する研究を行う。 

② 気候変動に対する地球規模の影響リスクの評価を行うことにより、気候変動政策に対する

科学的知見の提供に貢献するため、気候変動の影響・対策と水・食料問題の関係を評価す

るモデルの構築を進め、分析に着手するとともに、気候変動に係る地球規模のリスク管理

戦略の検討を進める。 

③ 改良された日本及び世界を対象とした統合評価モデルを用いて、温暖化対策シナリオの定

量化を行うとともに、アジアについては分析対象国を拡張して低炭素社会実現に向けた将

来シナリオを分析する。また、ダーバンプラットフォームの下で 2015 年で合意しうる国際制

度に関して具体的な提案の作成に向けて研究を進める。 

④ 地球環境変動の実態の解明と将来予測の精緻化および不確実性評価に向け、気候モデルを

用いた過去の気候変動（地球温暖化、オゾン層）再現および将来予測結果の解析を継続す

るとともに、気候モデルの開発・改良方針に着手する。 

⑤ 衛星による温室効果ガスの全球観測に関し、高次プロダクト導出手法改良と検証に関する

研究を進める。また、将来衛星の機能とデータ処理に関する検討を進める。 

⑥ 地上観測ステーション、船舶、航空機をプラットフォームとした大気・海洋のモニタリン

グ観測および海洋生態系の温暖化影響にかかるモニタリング観測を継続して実施する。 

⑦ 森林フラックス観測サイト等における炭素収支および陸域生態系の温暖化影響にかかるモ

ニタリング観測を継続して実施する。 

⑧ 温室効果ガス等の自然科学的観測データや社会経済データに関するデータの収集・整備・

提供およびデータ利用ツールの整備を継続して実施する。 

⑨ スーパーコンピュータの利用支援、グローバルカーボンプロジェクトつくば国際オフィス

などを運営し、国内外の地球環境研究の推進に向けた支援を行う。 

⑩ 温室効果ガスインベントリオフィスを運営し、わが国の平成 23 年度の温室効果ガス排出・

吸収量目録（インベントリ）の確定と平成 24 年度インベントリに係るデータ収集・整理・

解析を行う。 

 

イ．資源循環・廃棄物研究分野 
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社会経済活動に伴う物質の利用と付随する環境負荷の実態解明及び将来展望、資源性・有害

性の両面からみた物質の評価・管理手法の構築、並びに資源の循環的利用、廃棄物・排水等の

適正処理及び汚染された環境の修復・再生のための技術・システムの開発、評価及び地域実装

に関する調査・研究を行う。 

① 資源性・有害性物質の適正管理に資するマテリアルフロー・サプライチェーン及び環境負

荷の解析、対象とするリサイクル技術やフィールドにおける環境影響の調査を継続的に進

め、ESM（環境上適正な管理）の要件や普及に向けた課題等を検討する。アジア地域に着目

し、熱帯域に適合した準好気性埋立の構造・維持管理要件や、低動力・省エネ型の分散型

液状廃棄物の処理・資源化技術の開発と適用条件の解析を進め、廃棄物管理計画策定支援

ツールの開発に着手する。地域特性を考慮した資源循環システムに関して、地域課題の特

定と構造化を行い、潜在的循環資源量や既存産業の規模・施設立地等のデータ収集・解析、

地域資源循環システムのモデル設計や事例研究を進める。 

② 将来の中間処理システムに求められる評価指標や技術システム化、社会経済的な成立条件

を検討するとともに、熱処理時の元素挙動予測可能な熱力学平衡モデルの構築を行う。各

埋立類型の長期的パフォーマンスを検証する数値埋立モデルに必要なパラメータ取得を進

め、焼却飛灰等の促進試験や埋立地ボーリング調査をもとに長期安定性の検証を試みる。

節水等のライフスタイル変化による生活排水処理システムへの影響解析を進めるとともに、

植物緩衝帯等を活用した汚濁水域の環境修復・再生手法の開発等を行う。石綿や廃 POPs の

処理技術やブラウン管等ガラス素材中の有害元素分離技術や不法投棄・不適正処分場の環

境修復技術の評価方法等を検討する。鉄鋼スラグ等の循環資材の海域利用や土工利用にお

ける環境安全品質の判定試験の開発を行う。 

③ 有害物質等の物質同定、毒性、物性等に係る測定・評価手法を開発し、POP-PBDEs 代替の高

分子型難燃剤や再生品等に適用・評価する。バイオ燃料の利用促進に資する基礎特性デー

タを蓄積し、新規バイオ燃料等の資源化技術開発・実証を行う。ガス化改質プロセスでの

触媒適用技術の開発・改良を継続し、ガス変換特性解析により実ガス応用条件の課題を示

す。 

④ 将来の資源需要と国際物質フローの構造解析手法や物質ライフサイクルにおけるリスク管

理方策、循環型社会・廃棄物分野の施策等を国際的、科学的視点から提示するため、解析

手法の開発やデータ収集、事例調査を進める。 

⑤ 国内における循環型社会形成と３Ｒのアジア等国際展開に向けて、社会実装に向けた今後

の外部連携の推進の戦略・戦術を具体化する。特に、日本独自の資源化技術や環境修復再

生技術等の適用、循環資材の環境安全評価方法の標準化、埋立技術・災害廃棄物管理・熱

処理技術のアジア各国への展開について、タイに設置した研究拠点も活用しつつ推進する。 

⑥ 資源利用と廃棄物の処理・循環利用に関するデータベース整備に向けて、国際資源フロー、

製品含有資源量、廃棄物処理時系列データ、アジア廃棄物データなどの情報集積を進める。 

 

ウ．環境リスク研究分野 

化学物質等の環境リスク要因の同定、曝露経路及び動態の解明と曝露評価法、有害性評価に

資する機構解明と健康リスク評価法、生態影響評価に資する機構解明、試験方法及び生態リス

ク評価法、並びに環境政策に求められるリスク評価・管理に関する調査・研究を実施する。特
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に、ナノマテリアルの影響評価のための試験法の開発、化学物質の生態リスクの生態系保全の

観点からの整理、化学物質のリスク管理戦略の研究を重点的に進める。生態影響試験に関する

標準機関 （レファレンス・ラボラトリー）、環境リスクに関する化学物質データベースの整備

を実施する。また、化学物質のリスク評価等の政策支援を的確に実施する。 

① 化学物質の生態影響、健康影響、および曝露評価に関する基盤的な研究を進め、環境行政

における試験評価手法の検討およびリスク評価の実施に対して科学的な基盤を提供するた

めに必要な手法の開発とデータの整備に関する研究を行う。 

② 化学物質の構造-活性相関、及び、ベイズ法などの統計的推定手法に基づく毒性予測手法を

高度化し、不確実性を踏まえた定量的毒性予測の手法を開発する。 

③ GIS 多媒体モデルや排出シナリオなど、環境分布や排出・曝露状況の解析が可能な数理解析

手法を、化学物質のリスク評価の実施への適用ができるよう解析手法の検討を進める。 

④ 環境中の多様な化学物質の複合的曝露と影響の実態把握とリスク評価に向けて、高感度測

定法や網羅的測定法及び生物応答試験法等を開発・高度化し、さらに必要な情報の整理を

行う。 

⑤ 二次生成粒子等の粒子状物質の有害性評価手法を確立するため、細胞を用いた in vitro 試

験方法と小動物を用いた in  vivo 吸入試験手法の開発を行う。 

⑥ 環境要因の生態系攪乱機構を解明するために、化学物質、貧酸素水塊等重要な環境因子の

影響実態を把握するフィールド調査及び実験的研究を行う。 

⑦ 生態系に対する様々な環境かく乱要因のリスク評価・管理手法を提示するために、化学物

質に対する生物の耐性変異に基づく生態リスク評価、農薬の複合曝露・複合影響の評価法、

侵入種の分布拡大モデルに基づく最適管理などの個別課題の研究を進める。 

⑧ 化学物質の環境リスクに関する最新の研究動向や社会情勢を反映しつつ、生態影響試験に

関する標準機関（レファレンス・ラボラトリー）機能と化学物質データベースを整備し、

リスク評価ツール等の更新を行う。 

⑨ 環境リスク評価の実施や指針値の策定等の環境政策の実施を的確に支援できるよう、化学

物質の健康影響と生態影響の評価に必要な有害性や曝露にかかわる情報を体系的に収集し

提供する。 

 

エ．地域環境研究分野 

 国内及びアジアの大気、水、土壌などの環境圏で発生する、国を越境するスケールから都市

スケールの地域環境問題を対象に、観測・モデリング・室内実験などを統合した研究によって

発生メカニズムを科学的に理解するとともに、問題解決のための保全・改善手法の提案と環境

創造手法の検討を進め、最終的にこれらを総合化することにより、地域環境管理に資する研究

を推進する。 

① 半球／東アジア／国内のマルチスケール大気汚染の実態を解明し、越境大気汚染の国内へ

の影響評価手法を確立するために、東アジアの PM2.5やオゾン等の広域越境大気汚染を対象

とした野外観測ならびに数値モデルの開発など、観測とモデルの統合的研究を進める。 

② 陸域の人間活動が、水・大気圏を経由して東シナ海・日本近海の海洋環境に及ぼす影響を

評価するために、長江からの汚濁流下と東シナ海への影響を対象とした調査ならびに数値

モデルの開発を進める。 
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③ 流域圏における生態系機能及び関連環境因子の定量的関係を、窒素・リン・炭素等の物質

循環の視点から評価する研究を進め、生態系機能及び環境因子の定量評価手法の開発なら

びに典型的な自然生態系（森林や湖沼、沿岸域等）を対象としたモニタリングを継続する。 

④ 都市・地域大気環境や流域圏環境の保全・再生・創造に係る研究を進める。都市・地域の

コベネフィット型環境技術システムを開発するため、適地型生活排水の適地処理技術に関

するパイロット規模実証試験をタイにおいて実施し、関連するデータベース等の構築を進

める。 

⑤ 沖縄辺戸と長崎福江において大気質モニタリングを継続する。霞ケ浦等の湖沼や流入河川

において水質・生物モニタリングを継続する。 

 

オ．生物・生態系環境研究分野 

地球上の多様な生物からなる生態系の構造と機能及び構造と機能の間の関係、並びに人間活

動が生物多様性・生態系に及ぼす影響の解明に関する調査・研究を様々な空間及び時間スケー

ルで実施する。 

① 生物多様性の評価ならびに予測手法の開発に向けて、生物分布の解析に必要な景観・地理

情報等の収集・整備、既存の生物データの整理をさらに進める。整備されたデータにより

生物多様性の状況の整理・地図化を行うとともに、優先的に保全すべき地域をデータに基

づいて選定する手法を開発し、適用する。 

② 気候変動および侵略的外来生物の影響等、具体的な問題の解決に取り組むため、温暖化に

伴う高原の植物多様性やサンゴ群集構造への影響の調査を継続する。また、特定外来生物

や遺伝子組換え生物について、分布実態と生態影響の調査を進める。特定外来生物の防除

マニュアルを作成し、国の防除事業を支援する。 

③ 湖沼等の長期モニタリングを継続するとともに、リモートセンシングデータおよび分子遺

伝学的な情報の活用により、効果的・効率的に生物多様性および生態系の状況を観測・監

視を行う手法を開発する。 

④ 環境微生物や絶滅危惧藻類、絶滅危惧野生動物について、生物資源・遺伝子情報等の収集・

保存・管理・提供を継続するとともに、分子系統学的多様性研究やゲノム解析等の関連研

究に取り組む。生物多様性・生態系の研究に資するデータ整備と、その公開を推進する。 

⑤ 生物多様性の社会的な主流化の推進に貢献するため、生物多様性保全の根拠となる基礎的

研究や人文社会科学との連携研究を進める。 

 

カ．環境健康研究分野 

環境汚染物質等の環境因子による健康影響・発現機構の実験的解明と評価、簡易・迅速な曝

露・影響評価系の開発、並びに環境が健康にもたらす影響の同定と要因の究明に関する疫学的

調査・研究を実施する。特に、先導研究プログラム｢小児・次世代環境保健プログラム｣を主体

的に推進する。また、「子どもの健康と環境に関する全国調査（エコチル調査）」のコアセンタ

ーとして、調査の総括的な管理・運営を行う。 

① 環境汚染物質・環境因子の免疫・アレルギー系等への影響とその機構の解明に向けて、バ

イオマーカーの探索とその評価を進め、体系的評価システムを構築のための基礎情報を蓄

積する。 
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② 環境汚染物質・環境因子が生理機能や生体反応に及ぼす影響とその機構解明のための実験

的研究を進める。 

③ 環境汚染物質・環境因子の健康影響を総合的に評価するために、実験による知見から疫学

研究成果までを広く体系化、総合化するための方法論の検討を進める。 

④ 環境汚染物質・環境因子が健康へ及ぼす影響を明らかにするための疫学調査手法の開発を

進めるとともに、高度化の方法を検討し、それらの成果に基づいて具体的に手法を提案す

る。 

⑤ 「子どもの健康と環境に関する全国調査（エコチル調査）」を推進するために、参加者の募

集、データ及び生体試料等の集積・保管業務を行うとともに、出生した子どもについて 6

か月毎に実施する質問票による追跡調査等を行う。 

 

キ．社会環境システム研究分野 

持続可能社会に向けた実現シナリオ・ロードマップの構築と実現方策の立案、持続可能な都

市のあり方の検討、コベネフィット型の環境都市とモデル街区のシステム設計と社会実践に関

する研究など、持続可能な社会の構築に重点をおいた研究を推進する。また、これらに関連し

て、環境意識・行動等に関する分析や社会と科学に関するコミュニケーション、環境政策の経

済的評価や効果実証と制度設計など基盤的な研究を行う。本年度においては、以下の研究を実

施する。 

① 持続可能な社会の将来シナリオの基礎となるドライビングフォースとしての社会・経済の

ビジョンを、シナリオアプローチにより分析し、持続可能な社会実現に必要な対策や社会・

経済のあり方、消費やライフスタイルのあり方を定性的及び定量的に検討するための基本

的な枠組みに基づき、今後生じうる様々な環境問題を関連文献資料などのレビュー、およ

び専門家ヒヤリング、ワークショップを通じて抽出した情報を活用して、社会・経済・環

境の将来シナリオ、ライフスタイルシナリオの案を作成するとともに、定量的評価方法の

開発に着手する。 

② 人間活動から発生する環境負荷の環境資源と都市活動への影響を解析する環境シミュレー

ションを踏まえ、環境影響の低減と社会経済の改善を同時に実現するコベネフィット型の

技術と施策を組み合わせる環境ソリューションとその計画システム及び評価方法論の構築

にむけた基本的枠組みをもとに、必要な技術と施策に関する情報および内外の既存優良事

例を体系的に収集・整理する作業を進め、環境ソリューションの計画システムおよび評価

方法の開発研究を継続して進める。 

③ 昨年度に引き続き、統合評価モデルや環境経済モデルの開発・改良を進め、上記①及び②

の研究、内外の諸問題へ適用し、現状及び政策分析を進める。また、環境政策の経済的評

価や効果実証などの研究を行うために、環境・社会・経済を取り込んだモデルについて内

外の研究事例を調査するとともに、現在の統合評価モデルや環境経済モデルの拡張・改善

点を明らかにし、モデル開発・改良・適用に必須の環境・社会・経済に関わる情報・デー

タを収集・整理する作業を継続する。 

 

ク．環境計測研究分野 

環境の状態の把握、状態の時間的・空間的な変化の監視、過去の変化の解明、将来の環境変
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化の予兆の検出、新たな環境悪化の懸念要因の発見・同定とその評価などに関する様々な環境

研究を支えるための環境計測手法（計測データの分析・解析・活用手法なども含む）の開発・

高度化に関する研究や計測手法の整備、体系化に関する取組を推進する。同時に、環境ストレ

スに対する生体影響評価のための計測手法の開発、計測データを総合的に分析するための情報

解析手法の開発・高度化や計測データ質の保証と管理を目指した調査・研究を実施する。 

① 環境分析方法の正確さと分析値の信頼性を支える取り組みである、環境標準物質の作製・

頒布に向けて、環境標準物質の頒布状況や学術的利用状況などの解析から、整備すべき試

料種であると認められた PFOS を対象とした環境標準物質の作製に着手する。また、地方

環境研究所との共同研究を進め、湖沼中のミクロシスチンの測定精度の向上に資する分析

手法の改良や開発にも取り組む。 

② POPs を含む各種有機化合物についてのモニタリング手法、迅速分析法、網羅分析法の開発

や分析対象媒体の拡大を目指して、GCxGC-MS/MS などによる環境試料中の各種有機ハロ

ゲン系化合物の一斉定量法、網羅分析とそのために必要とされるデータ解析法を検討する。

LC-HRTofMS による化学物質代謝物などの一斉分析法を検討する。大気粒子や発生源粒子

の有機多成分分析を検討し、組成に基づく農作物残渣の野焼きの影響評価、自動車排気粒

子の評価、沿道や大気中の浮遊粒子の動態解析などへの応用を検討する。 

③ 無機元素同位体計測技術の高度化を目指して、試料前処理法を含めた水銀安定同位体や放

射性炭素同位体分析法の開発・改良を実施する。また、質量分析法やＸ線分析法を用いた

微量分析、状態分析など様々な無機計測技術の改良と環境分析への応用を進めるとともに、

将来にわたり環境分析に必要とされる環境試料の保存を継続し、高精度な分析データの提

供とその評価に貢献する。 

④ 海水の循環の変動ならびに大気—海洋間のガス交換を解析するために、商船（日米航路およ

び日豪航路）を利用した太平洋表層水の炭素同位体比測定を継続する。その中でも特に、

西太平洋における δ13C を利用した大気—海洋間の二酸化炭素交換に重点を置く。また、大

気－陸域生態系間における VOC の動態を把握するため、微気象学的手法によるガス交換量

の計測手法を開発し、森林大気観測に応用する。 

⑤ 環境ストレスに鋭敏に応答する脳神経系への影響評価手法として、MRI を用いたヒト脳計

測手法の開発と高度化ならびに、動物行動試験手法と化学分析を組み合わせるための基礎

的条件の検討を継続し、有機ヒ素の脳内移行の様子と神経伝達物質への影響を解析する。

新たに開始した MRI の底泥分析への適用手法の開発を推進する。 

⑥ エアロゾルおよび雲の光学特性やエアロゾルの種別判定のためのライダー手法の開発研究

を進めるとともに、地上ライダーネットワークの標準化と高度化に関する研究を進める。

また、衛星搭載ライダー（CALIPSO, EarthCARE）の検証と衛星観測データの継続性の確

立を目指して、地上ライダーネットワークおよび多波長高スペクトル分解ライダーによる

観測を行うとともに、スカイラジオメーターと複合したデータ解析手法を検討する。この

他、データ同化手法によるエアロゾルの気候モデルの高精度化のためにライダーネットワ

ークデータを提供する手法を確立する。 

⑦ 大量かつ多次元の環境計測データからの環境情報の抽出手法開発ならびに生物分布や生態

系の変化を観測する各種計測手法及びそのデータ処理手法の開発に向けて、様々なプラッ

トフォームから観測された高分解能画像や熱赤外画像、地上の定点からの時系列画像等か
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らの情報抽出に必要な技術開発を行なう。特に高分解能画像による野生動物等の行動監視、

熱赤外多波長画像による高温物体の検出、定点撮影時系列画像による植物の季節変化や積

雪状態の監視、可視域レーザーやステレオ撮像による沿岸海底地形計測及びそのデータを

利用した光学画像の水深補正／底質分類といった従来研究では取り扱われることの少なか

った分野に重点を置く。 
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別表２ 研究プログラムにおける研究活動及び研究の推進方向 

 

ア．地球温暖化研究プログラム 

温室効果ガスの自然起源の吸収・排出源の変動メカニズムの解明と将来の吸収能力の変化予

測の高精度化を行うとともに、国際的な温暖化対策の推進に関し、地球規模のリスク管理戦略

の構築、脱温暖化社会の実現に向けての各国の政策オプション、国際協調のあり方などの諸問

題の解決を目指して、科学的な知見の集積・提供を図る。 

① 衛星ならびに地上、船舶、航空機などのプラットフォームを用いた全球及び東アジア域を

中心とした大気環境・温室効果ガスの観測の継続を図りつつ、これらの観測の高度化など

を含めて総合的な解析のためにデータの統合化を進める。また、大気輸送の逆計算モデル

の改良などを行い、高次の情報を持った大気観測データを駆使して観測対象地域での放射

収支関連物質の分布・循環の実態とその長期的変動機構を明らかにする研究を進めるとと

もに、ボトムアップアプローチによる収支等の結果との比較を行う。 

② 将来の気候変動およびその影響についてメカニズムの理解を深め不確実性を評価するため

の予測実験の解析を進める。また、気候変動の影響・対策と水・食料問題の関係を評価す

るモデルの構築を進め、分析に着手するとともに、気候変動に係る地球規模のリスク管理

戦略の検討を進める。 

③ アジアについては対象国を拡張し、低炭素社会の実現に向けたシナリオ開発を進める。日

本及び世界については、改良した統合評価モデルを用いて様々な目標水準に対応した温暖

化対策シナリオの定量化を行う。また、ダーバンプラットフォームの下で 2015 年に合意し

うる国際制度に関して具体的な提案の作成を進める。 

 

イ．循環型社会研究プログラム 

日本とアジアの近隣諸国にまたがる国際的な資源循環、アジアの開発途上国の廃棄物適正管

理、国内の地域特性を活かした資源循環という三つの地域区分に着目して、廃棄物の適正管理

を資源の有効利用や地球温暖化対策との協調のもとで行うための科学的・技術的知見が求めら

れる課題に取り組み、国内外の循環型社会構築を支援する。 

①  資源性・有害性物質の適正管理に資するマテリアルフロー・サプライチェーン及び環境

影響について解析を継続するとともに、対象とするリサイクル技術やフィールド調査例数

を増やし、総合的な評価につなげる。また、ESM（環境上適正な管理）の要件検討を継続し、

越境移動のルール作りとあわせて ESM 事例と普及の課題を提示する。 

②  準好気性埋立について熱帯域に適合し、浸出水処理法を含めた構造ならびに維持管理要

件を示す。アジア地域における分散型液状廃棄物処理技術の応用実態の調査を踏まえ、低

動力・省エネ型の処理資源化技術の開発と適用条件の解析を進める。ベトナム国ホーチミ

ン市をケーススタディとして廃棄物管理計画策定支援ツールの開発に着手する。 

③  地域特性を考慮した資源循環システムの構築を目指し、地域課題の特定と構造化を行う

とともに、前年度に実施してきた潜在的循環資源量や既存産業の規模・施設立地等のデー

タ収集・解析を引き続き行い、地域資源循環システムのモデル設計や事例研究を進める。 

 

ウ．化学物質評価・管理イノベーション研究プログラム 
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化学物質等の生態リスクに関する研究を進めて、種個体群の存続可能性や生態系機能等の観

点から、評価の対象となっている生物への影響と生態系保全の関係について整理し、生態影響

試験の標準化と体系化を行い、新たな生態リスク評価手法を提示する。また、ナノマテリアル

の毒性評価手法の開発と安全性に関する研究を進めて、人の体内や環境中でのナノマテリアル

の物理化学的性状や挙動、形状と毒性の関係を明らかにする。同時に、多様な影響や特性を持

つ多数の化学物質に対する効果的かつ効率的な管理のため、リスク要因の時空間特性の解明な

ど評価手法の高度化に関する研究を行い、化学物質等の環境リスクの管理のための戦略を示す

ための研究を実施する。これにより、国内外の化学物質評価・管理に貢献する。 

① 生態リスク評価するために開発した数理生態学モデルに、化学物質の生態毒性、曝露評価、

対象生物の生態情報を適用して生態リスク評価法を確立する。水生生物の多世代影響およ

び複合影響等に関する毒性データを収集してそれらの個体群レベル評価法を開発し、また

海産生物への影響評価手法を検討する。 

② ナノマテリアル試験方法を確立するために、安定に分散したエアロゾルや懸濁液の作製方

法やナノ粒子の標識に関する研究を進め、生体への取り込み機構に着目した生態毒性試験

及び培養細胞や哺乳動物を用いた毒性試験の開発に関する研究を行う。 

③ 化学物質による環境リスクの最適な管理法を導出する理論的枠組みを提示するために、化

学物質の地球・地域の動態や曝露特性の評価手法の高度化を進め、あわせて化学物質の管

理戦略の検討を社会的視点も踏まえつつ実施する。 

 

 

エ．東アジア広域環境研究プログラム 

第二期中期計画におけるアジア自然共生研究プログラムの蓄積をもとに、東アジアにおける

代表的な広域環境問題である大気・海洋汚染を対象とし、観測とモデルを統合することにより、

これらの問題の発生メカニズムを解明する。汚染発生に関わる空間スケールの重層性を考慮し

たマルチスケールモデルを構築し、大気から海洋と陸域への物質負荷も考慮して、環境負荷と

広域環境応答の関係を定量的に評価する。更に、「環境都市システムプログラム」や社会環境シ

ステム研究分野と連携して削減シナリオの提示及びその影響評価シミュレーションを実施し、

東アジアの広域環境問題の解決に資する。 

① 観測とモデルを統合して、半球／東アジア／日本のマルチスケール大気汚染の実態と変動

を把握し、PM2.5 やオゾン等の越境大気汚染による国内での影響を評価するために、東アジ

アの広域越境大気汚染を対象にした観測を実施するとともに、全球・領域化学輸送モデル

解析、衛星データ解析、排出インベントリーの開発・評価などを進める。また、越境大気

汚染による国内への影響評価研究を進める。 

② 東アジアにおける汚濁負荷等の陸域人間活動が、水及び大気を介して東シナ海・日本近海

の海洋環境に及ぼす影響を解明するために、数値モデルと現地調査とに基づく長江流域負

荷の推計、数値モデルと航海観測・培養実験に基づく東シナ海環境への影響把握を進める。 

③ 東アジアの大気汚染・水質汚濁負荷の将来・削減シナリオに対する大気・海洋環境への影

響を予測・評価するために、「環境都市システムプログラム」や社会環境システム研究分野

と連携して、シナリオの検討を進める。 
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オ．生物多様性研究プログラム 

リモートセンシングデータ、土地利用情報、分子遺伝学的な情報等の活用により、広域的な

生物多様性の状況を効率的に観測・把握する手法の開発に取り組む。また、観測データにもと

づいて生物多様性の状況および保全策の効果を総合的に評価する指標の開発を行う。さらに、

これらの成果を活用しつつ、気候変動および侵略的外来生物等、具体的な問題の解決に取り組

む。 

① 国内外の景観・物理環境に関する地理情報に関して、生物分布解析に必要な情報を収集・

評価して統一した基準で景観基盤情報の整備を行う。過去からの環境の変化を明らかにす

るとともに、生物多様性解析のためのデータセットを作成する。生物区を考慮することで

生物分布推定モデルの精度の向上を図る。また、情報の不確実性が高い場合においても適

用可能な、優先的に保全すべき地域を特定するための評価アルゴリズムを開発し、国内お

よびアジア地域に適用する。 

② 生物種固有の遺伝子塩基配列をもとに種判別情報を整備する。特に、外見からの種判別が

困難な生物群の多い湖沼・海域において、遺伝子による種判別手法を開発する。生物種固

有遺伝子塩基配列にもとづく遺伝マーカーを用いて生物種の単位集団を探索する手法を開

発する。次世代シークエンサーを用いた種組成解析手法の検討を始める。 

③ 特定外来生物に対して、新規防除手法のフィールドテストを実施して効果を判定するとと

もに、生態影響評価を実施する。また、防除手法をマニュアル化し、国・地方自治体によ

る防除事業を支援する。遺伝子組換えセイヨウアブラナの花粉媒介昆虫類を特定し、それ

らの行動生態から今後の遺伝子拡散リスクを評価する。 

④ チベット高原において温暖化の影響の検出が容易な植物種の探索を行う。またアジア広域

において緯度による分布の移動・フェノロジー変化のメカニズム分析を行う。海域の温暖

化影響について、IPCC 第 5 次報告書で使用される気候モデル出力のデータセットを整備す

るとともに、サンゴのみならず沿岸生物に評価対象種を広げた予測に着手する。 

 

カ．流域圏生態系研究プログラム 

流域圏生態系の水・物質循環に着目し、生態系機能の健全性を定量評価するための手法開発

を行う。新規性の高い測定法やモデル解析を駆使して長期・戦略的モニタリングを行うことで、

生態系機能・生態系サービスと様々な環境因子とのリンケージ (連動関係)を定量的に評価する。

ここでの評価に基づき、メコン河等の広域な流域圏における生態系と生物多様性を戦略的に保

全し、生態系機能・生態系サービスを維持するための施策に資する研究を行う。 

① 筑波山や東北大学演習林等を対象に、森林生態系における物質動態に関するモニタリング

を継続し、人工林荒廃と窒素飽和現象の関連性を評価するとともに、そのメカニズムにつ

いて検討を行う。 

② 霞ケ浦等の湖沼を対象にフィールド調査と室内実験等を実施して、湖水柱と底泥での物質

循環と微生物（藻類、バクテリア等）活動の連動関係を検討する。湖内部生産（湖水柱生

産と底泥溶出）を定量評価して環境因子との関係を評価する。 

③ 谷津干潟等の沿岸域を対象に、野外調査、操作実験や室内実験を実施して、一次生産者の

変化や侵入種による優占現象が干潟の生態系機能に及ぼす影響について検討する。 

④ メコン河流域の下流３カ国で選定した重点研究サイト（ダム貯水池）において、定期的な
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水および底泥のサンプリング、また一次生産の測定を行う。実験室（日本）にてこれらサ

ンプルを効率的に処理する。 

⑤ すでに取得してある回遊魚の耳石サンプルを LA-ICP-MS で分析し、そのデータから回遊経

路の推定を行う。また上述のダム貯水池から新たに得られる耳石サンプルの分析も進める。 

⑥ 沿岸域（干潟等）における底生生物の種多様性・生態系機能のデータベース整備を継続し、

広域スケールの生物多様性の評価を行う。 

 

キ．環境都市システム研究プログラム 

都市の社会・経済と環境特性に応じた、環境負荷の増大と自然環境劣化の克服に向けての将

来ターゲットを設計して、そこへ到達する実効的な地域と都市・地区の環境技術と政策のシス

テムを描く計画手法と評価体系の研究開発を進める。具体的には、エネルギー、資源循環、森

林資源等を制御する環境イノベーション技術・施策の研究開発とともに、関連する社会制度シ

ステムの定式化を進めて、国内外で展開可能な環境都市マネジメントの技術・施策パッケージ

として形成する。その上で都市や地区の経済、環境特性に応じて技術・施策をカスタマイズし

て適用する「環境ソリューション」システムの研究開発を進める。 

① 低炭素社会や地域循環圏の形成、復興等の都市・地域の将来シナリオのコベネフィット型

の目標群と、その達成にむけた環境技術と施策を操作変数とする定量的な環境計画とその

評価システムに関する調査を引き続き進める。あわせて都市・地域の特性に応じた環境都

市とモデル地区を計画、効果を算定する基本的枠組みの構築を進める。 

② 川崎市、福島県新地町、中国瀋陽市等の国内とアジアの実在のモデル都市、モデル地区で

技術・施策の社会実装研究のプラットフォームを活用して、空間的にまとまった単位で複

合的な環境問題を解決する技術・施策（環境都市ソリューション）の計画と評価システム

の構築を進める。 

③ 都市・地域環境施策や街区等の都市・地域の拠点開発事業など、国内外の環境都市実現の

社会実装プロセスの設計に必要となる要因に関する昨年度の調査分析をもとに、国内都市

の低炭素化や地域循環圏の計画ガイドラインに資する研究とアジア都市の技術システムの

研究を進める。また、都市・地域空間に関する将来の土地利用転換や基盤整備の分析手法

の調査結果を踏まえ、将来シナリオの構築手法の開発を進めるとともに、低炭素やコベネ

フィットなどの社会環境ターゲットに応じたマルチスケールの地域・都市・地区の計画な

どの都市環境施策への反映プロセスを検討する。 

 

ク．小児・次世代環境保健プログラム 

エコチル調査から得られると考えられる環境因子と健康との関連性に関する多くの知見に加

えて、健康影響メカニズムを解明することにより疫学知見に生物学的妥当性を与え、また莫大

な数に上る環境汚染物質や健康影響の中から疫学研究で検討すべき対象物質や影響指標を提案

するなど、これを相補・補完する実験的研究をあわせて推進することも必須となっている。そ

のため、環境汚染物質をはじめとする環境因子が小児・次世代に及ぼす影響を、疫学的、実験

的研究の双方向から総合的に検討、評価、解明することをめざして、以下の 4つの課題につい

て、今年度は、昨年度の成果を踏まえてさらに展開させる。 

① 様々な要因を考慮した環境汚染物質の曝露評価モデルの開発及びヒト試料中化学物質の多
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成分一斉分析法に関する基礎的な検討に基づいて、特定の環境汚染物質群について曝露評

価のための基本モデルを構築するとともに、これまで検討を行った多成分一斉分析法を実

試料に適用して、疫学研究に適用可能な総合的な曝露評価システムの確立を目指す。環境

汚染物質の曝露経路として重要な食事経由の曝露量を把握するために、幼児を対象として

食物摂取頻度調査の予備的検討のための調査を実施する。 

② 小児の成長・発達を考慮した疫学的健康影響評価手法及び生物統計手法の高度化について、

基本統計モデルを検討して、従来の解析方法の問題点を抽出し、それらの問題点を回避で

きる方法を提案する。 

③ 環境化学物質の胎児期・幼児期曝露が主要な生体機能に及ぼす影響と、影響に伴うエピジ

ェネティックな変化、エピジェネティック変化の生体影響への寄与と誘導機序の解明につ

いて、これまでの成果を踏まえてさらに実験的研究を進める。 

④ 小児・次世代を主対象に、環境汚染物質の免疫・アレルギー疾患への影響について、これ

までの成果を踏まえて疾患モデル動物及び細胞を用いてさらに実験的研究を進める。 

 

ケ．持続可能社会転換方策研究プログラム 

持続可能社会とその将来シナリオの視点から、環境問題の現状分析を踏まえ、問題の引き金

となるドライビングフォースに着目し、社会・経済の姿をシナリオアプローチにより分析する

とともに、社会・経済を重視したモデル化を行い、持続可能な社会を構築するに当たって必要

となる対策や社会・経済のあり方を定量的に検討する。また、持続可能なライフスタイルと消

費への転換の視点から作成した将来シナリオをもとに、個人や世帯が取組むべき対策・活動を

消費の面から調査分析、モデル化を行うことにより、環境的に持続可能な社会の実現方策につ

いて提示する。 

① 将来分析の基礎となるドライビングフォースとしての社会・経済の姿を的確に捉えるため

に構築した基本的枠組みをもとにして、各シナリオにおいて生じうる様々な社会・経済活

動について、専門家や関係主体の意向を集約、検討し、持続可能な社会を構築するに当た

って必要となる対策や社会・経済のあり方を明示的に表現する将来シナリオのストーリー

ラインの試案を作成する。あわせて、将来シナリオのストーリーラインに対応する持続可

能社会の定量化に着手する。 

② 昨年度に実施した持続可能なライフスタイル変化要因の分析、ライフスタイルに関する定

性的、定量的なシナリオの内外の事例調査、ライフスタイルの BAU(business as usual)シ

ナリオについてさらに吟味を行い、BAU シナリオに対する持続可能性対策シナリオ（様々な

改善方策を導入する）の構築手法およびプロトタイプの検討を行う。その検討に基づいて

ライフスタイルシナリオを定量的に評価する家計モデルの開発を進める。 

 

コ．先端環境計測研究プログラム 

様々な環境研究を支える先端的な環境計測手法の研究開発として、1）POPs を含む環境中、

生体中に存在する膨大な数の化学物質の監視、解析のための、多次元分離技術による網羅的分

析手法の開発と体系化、2）気候変動など環境の状態やその変化、環境中の物質動態、更には水

銀その他の汚染物質の発生源や環境動態などを把握、追跡、評価するための新たな環境トレー

サーを用いた環境動態解析法の開発と体系化、3）気候変動や植生変化など全球的環境監視強化
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にむけた次世代環境観測衛星センサーに必要な計測手法並びにデータ解析手法の開発、の 3つ

の主要な課題を推進する。 

① 多次元分離技術による網羅的分析手法の開発では、GCxGC-MS/MSおよび GCxGC-HRTofMS

を用いた土壌、底質や飛灰試料中のダイオキシン、PCB などの POPs 類の一斉定量分析法の

開発とその対象物質の拡大について検討する。また、GCxGC-HRTofMS による精密質量ス

ペクトルデータベースの構築に着手し、精密質量によるマススペクトル検索の有効性を検

討する。LC-HRTofMS について、化学物質代謝物等の精密質量スペクトルデータベースの

構築に着手し、それらの一斉分析法を検討する。 

② 環境トレーサーを用いた環境動態解析法の開発では、還元気化同位体比測定用誘導結合プ

ラズマ質量分析装置（CV-MC-ICP/MS）を用いて、海底および湖底泥試料中の強酸による前

処理法も含めた水銀同位体精密分析技術の確立を目指す。また、加速器質量分析計（AMS）

を用いた放射性炭素（14C）測定による、環境中有機エアロゾルの起源・動態解析の開発、

土壌有機炭素の比重選別と組み合わせた動態解析手法の開発を進める。なお、震災放射線

研究とも連携をとりつつ、ヨウ素 129 を原発事故由来放射性物質のトレーサーとして活用

するための試料処理技術開発並びに AMS による分析手法の確立もあわせて推進する。自然

起源 VOC の変動を自然生態系トレーサーとして活用するため、引き続き地上モニタリング

ステーションにおける大気中 VOC の観測を実施すると共に、森林等における VOC 発生・

吸収過程の調査を行う。また新たに開発した海水中のフロロフロロカーボン類の同時高感

度定量法を日本海の水塊特性の把握に応用し、温暖化と日本海海水循環の変化の関係解明

を目指す。 

③ 国際宇宙ステーションへの搭載を提案中の植生ライダー（樹冠高度と植生指数を測定）の

技術検討およびデータ解析手法の検討を進める。また、2015 年打ち上げ予定の EarthCARE

衛星に搭載されるライダー（ATLID）とマルチスペクトルイメージャー（MSI）の複合解

析のための統合アルゴリズムの研究を進めるとともに、検証計画を立案し予備観測を開始

する。また、ALOS-3 衛星に搭載予定のハイパースペクトルセンサのデータ解析手法の研究

として、特徴的な反射スペクトルを有する対象を自動抽出するデータマイニング手法やサ

ンゴ礁等の沿岸生態系の分光特徴やその測定方法に関する調査、実験等を実施する。 
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別表３ 災害と環境に関する研究の活動及び推進方向 

 

ア．災害と環境に関する総合的な調査・研究の一体的推進 

東日本大震災によって生じた環境被害、環境中に放出された放射性物質による環境汚染、その汚

染が生物や人の健康に与える影響、汚染の除去のための技術や汚染廃棄物の処理技術、復興によ

る環境創造など、災害に関する環境研究の分野は幅広くかつ取り組むべき緊急性も高い。 

そのため、次のイからオまでに掲げる研究に総合的に取り組み、まず東日本大震災の被災地の復

興と環境創造に対して環境研究の面から貢献し、もってその研究成果により大地震等が生じた際の

人や環境への被害の回復や環境汚染対策等の環境政策に貢献できるようにする。 

このような幅広い分野における、多面的で、相互に関連した研究を、総合的、効果的、効率的に推

進するため、つくばの国環研本構と福島県における研究拠点の連携を確保しつつ、一体的な研究推

進体制を確立することを目指す。 

また、福島県等の被災自治体、他の研究機関等との連携を図りつつ実施する。 

 

イ．放射性物質に汚染された廃棄物等の処理処分技術・システムの確立 

現地調査、基礎実験、フィールド実証試験及びシステム分析等により、各処理処分プロセスにおけ

る放射性物質の基礎物性・挙動メカニズム、処理処分・再生利用技術、測定分析・モニタリング技術、

関連処理施設の長期的管理・解体等技術、廃棄物等の資源循環システムにおけるフロー・ストックと

放射性物質の統合的管理方策、及び円滑な処理処分に資するマネジメント・リスクコミュニケーション

手法等に関する調査研究を実施する。これらを通じて必要な科学的知見を集積し提供することにより、

現下の喫緊の課題である汚染廃棄物等の適正かつ円滑な処理の推進、さらには将来の大規模災害

時における廃棄物処理に適切に対応するための国等による指針や計画の策定等に貢献する。 

① 汚染廃棄物等に含まれる放射性物質の熱力学特性、溶出特性、吸脱着特性等を理論的及び実

験的に明らかにし、熱処理や埋立処分過程等における放射性物質の挙動メカニズム解明に資

する基礎的知見を得る。 

② 汚染廃棄物等の各処理処分プロセス（保管・貯蔵、中間処理、再生利用、最終処分等）における

熱化学的及び物理的手法による減容化や分離、固型化、隔離等、様々な制御技術を開発・高度

化し、実験室から実証レベルまでの検討及びシステム全体のグランドデザインを基に適用可能

性を評価する。 

③汚染廃棄物等の熱処理施設や埋立処分施設等における放射性物質の蓄積・移行等に関する

データを、基礎実験や実施設調査等により蓄積し、その特性及びメカニズム解明に資する知見

を得ることによって、施設の長期的な維持管理や解体撤去・廃止手法の検討を行う。 

④ 様々な廃棄物等試料の線量率や放射能濃度等に関する各種測定分析方法の評価検討を行い、

試料の採取方法を含めて目的に応じた最適な測定分析・モニタリング手法の標準化・体系化に

資する知見を得る。 

⑤ 資源循環・廃棄物処理過程における様々な汚染廃棄物等とそれらを媒体とした放射性物質のフ

ロー・ストックのデータを収集し実態を把握するとともに、被ばくリスク低減と両立する統合的な放

射性物質管理方策の枠組みを検討する。さらに、森林除染とバイオマス活用をケーススタディと

した地域再生のあり方の検討に資する基礎データを整備する。 
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⑥ 東日本大震災におけるこれまでの各主体の対応について調査し、災害時における廃棄物等管

理を中心に、予防対応・応急対応・復旧復興対応の円滑化に資するマネジメント手法及び制度

の設計等に資する知見を得る。また、得られた知見をもとに、社会全体の変革に資するリスクコ

ミュニケーション手法と社会適用の道筋について検討する。 

 

ウ．放射性物質の環境動態解明、被ばく量の評価、生物・生態系への影響評価  

放射性物質に汚染された土壌、森林、河川、湖沼等の汚染実態と環境動態を把握するために、汚

染程度の異なる流域圏を対象として、モデリング、環境動態計測、データ解析を統合した研究を推進

する。そのために、放射性物質の環境計測手法を確立して、各環境媒体における放射性物質等の環

境動態計測を実施する。また、この測定結果をもとに、放射性物質の環境媒体間の挙動を解析する

多媒体環境モデルを構築する。これらの動態計測とモデルにより、環境多媒体での汚染実態と環境

動態を把握し、将来動向を予測する。更に、人への被ばく量の広域的な推計手法を開発して被ばく実

態を把握するとともに、生物・生態系に対する影響評価手法を検討し遺伝的影響等に関する研究を

進める。これらを通して、国や自治体が実施する環境回復に係る施策の推進を科学的側面から支援

する。 

① 環境中における放射性物質の分布、移行や蓄積等の実態を把握するとともに、②の多媒体環境

モデル構築に使用する環境計測データを取得するために、汚染の程度が異なる複数の流域圏

における放射性物質の動態を把握する。 

② 放射性物質の環境動態を把握・予測するために、①の環境計測データを活用して、大気、陸域、

沿岸海域における震災発生直後からの放射性物質の環境動態を予測する多媒体環境モデル

の構築を進める。 

③ 福島第一原子力発電所の事故によって放出された放射性物質の人への被ばく量を評価するた

めに、居住環境を含めた環境測定を実施するとともに、環境計測結果等を取り入れた被ばく量

推定モデルを構築し、広域的な被ばく量解析を実施する。また、環境中における放射性物質の

測定法の開発を進める。 

④ 環境中に放出された放射性物質による生物・生態系に対する影響を把握するために、植物やほ

乳類を対象とした野外調査・実験等を実施し、遺伝的影響等を明らかにする研究を進める。 

 

エ．災害後の地域環境の再生・創造等に関する調査・研究の推進 

 被災地域・都市の再生、復興から環境創造までのプロセスに、環境研究によって貢献するとともに、

被災地域の特色・特徴を活かしながら温暖化対策、資源循環及び自然共生の面からの検討も加え、

環境・資源・エネルギー地域循環システムと環境未来都市のあり方及びそれらの実現方策の策定に

資する研究を推進する。  

① 被災地域での環境都市形成の地理情報システム・データベースを開発し、被災地域と都市を対

象として適用する研究に着手し、環境未来都市の戦略の立案や持続型の復興まちづくりの計画

策定を支援する研究フレームワークを構築する。環境都市プログラムで進める福島県新地町と

の連携での研究を進めつつ、そのほかの被災都市に展開する研究プロセスの検討を進める。 

② 地域資源を活用するエネルギー技術情報と地理情報システムを含む空間情報を活用した地域

エネルギーシステムの計画評価モデルの開発に着手する。被災地域の復興に適用するために
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被災地域の環境・資源・エネルギー地域循環システムや環境未来都市のあり方及び実現方策

に関する情報を収集・整理するとともに、計画評価モデルを適用するための検討を開始する。 

 

オ．地震・津波災害に起因する様々な環境変化とその影響に関する調査・予測  

東北地方太平洋沖地震が引き起こした津波は、化学物質等を含んだ海底堆積物を被災地に拡散

させ、逆に陸上施設の破壊により流出した石油・化学物質等を海底に沈降・堆積させた。また、地震

動は地形変化を起こし、人と生物の生息環境を変化させた。こうした災害に起因する様々な環境変化

が人と生物・生態系にもたらした影響を評価するとともに、その将来を予測する。 

① 被災地の復興過程における津波堆積物由来の飛散粉塵の環境・健康影響を評価し、必要な対

策に資する知見を提供する。 

② 災害の沿岸生態系への影響を明らかにし、回復・再生に向けた計画の立案、検証に資する知見

を提供する。 
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別表４ 環境研究の基盤整備 

 

１．地球環境の戦略的モニタリングの実施、地球環境データベースの整備、地球環境研究支援 

地球環境研究の基盤整備に資するため、人工衛星を利用した温室効果ガスの観測を含む戦略

的かつ先端的な地球環境モニタリング事業を実施するとともに、これらにより収集される観測

データ等を、地球環境研究に係わるデータベースとして整備、広く提供・発信する。また、国

内外における連携による統合的・効率的な地球環境研究の推進を支援する。更に、研究者の相

互理解促進、研究情報・成果の流通、地球環境問題に対する国民的理解向上のための研究成果

の普及を図る。 

具体的には、シベリア域を含む極東アジアやオセアニア、太平洋での大気・海洋における温

室効果ガス等濃度、海洋及び陸域生態系における二酸化炭素フラックスのモニタリングに加え、

衛星利用による温室効果ガス濃度の分布等のモニタリングを実施する。また気候変動による生

態系への影響を、高山帯植生やサンゴの移動などによりモニタリングする。これらの成果をデー

タベース化し、広く提供・発信を行うための基盤を整備・拡充する。さらに地上観測及び衛星

利用の二酸化炭素濃度データに基づく全球の地域別二酸化炭素収支プロダクトの一般ユーザへ

の発信を開始する。また、グローバルカーボンプロジェクト、アジアフラックスを始めとする

国内外の研究プログラムや研究ネットワークに積極的に参画し、スーパーコンピュータ利用支

援なども含め地球環境研究の中核的拠点としての機能を果たす。さらに、各種媒体を通じて地

球環境の保全にかかる基盤的情報の提供を行うとともに、研究成果の普及を促進する。 

 

２．資源循環・廃棄物に係る情報研究基盤の戦略的整備 

５年、10 年といった中長期視点から戦略的に構築する必要があると考えられる我が国やアジ

ア圏における資源循環・廃棄物研究の情報基盤の内容をさらに議論し、今後数年のロードマッ

プを作成する。並行して、国際資源フロー、廃棄物処理時系列データ、アジア廃棄物データな

どの情報集積を進め、優先順位の高いデータベースについて、コンテンツの構成等の設計を行

う。 

 

３．生態影響試験に関する標準機関（レファレンス・ラボラトリー）、環境リスクに関する化学物

質データベース 

生態影響試験に関する標準機関（レファレンス・ラボラトリー）としての機能を整備し、生態影響試験法

の精度管理を検討する。試験用生物の効率的な飼育や感受性の確認体制を整備し、法規制上位置付け

られている試験用生物（メダカ、ミジンコ、ユスリカ等）を中心に、試験機関へ提供する。必要に応じて標準

試験法を整備し、リングテスト等の試験結果の比較を行い、関係機関等へ試験法の普及・啓発を図る。 

また、化学物質の環境リスク評価の推進に向けた基盤整備のため、環境リスクに関する最新の研究動

向や社会情勢を踏まえて、関係機関等と連携し、環境リスクに着目した化学物質に関するデータベース等

を構築し提供するために必要な更新を行う。 

 

４．「子どもの健康と環境に関する全国調査」の総括的な管理・運営 

「子どもの健康と環境に関する全国調査」は、環境省の作成する基本計画に基づく全国規模

の新規出生コホート調査であり、国環研は、研究実施の中心機関であるコアセンターとして、
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調査の総括的な管理・運営を行う。 

平成２５年度においては、前年度に引き続き参加者の募集、データ及び生体試料等の集積・

保管業務を行うとともに、出生した子どもについて 6か月毎に実施する質問票等による追跡調

査を行う。参加者の募集については最終年度となるので、参加者数の目標達成に向けた適切な

調査運営を行うとともに、次年度から本格化する予定の生体試料中の環境汚染物質の分析のた

めの準備を開始する。これらの調査を適切に実施するために、調査対象者とのコミュニケーショ

ン、広報活動などを進める。 

 

５．環境標準物質及び分析用標準物質の作製、並びに環境測定等に関する標準機関（レファレ

ンス・ラボラトリー） 

環境標準物質の頒布状況などの解析から、整備すべき試料種であると認められた PFOS を対

象とした標準物質の作製に着手する。また、一般環境大気質成分を対象とした常時監視測定法

の精度管理に資する知的基盤業務をセンター横断的に推進する。 

 

６．環境試料の長期保存（スペシメンバンキング） 

タイムカプセル事業の継続性に配慮しつつ、東日本大震災の環境影響実態解明への貢献も視

野にいれて、沿岸汚染の監視のための二枚貝試料の収集保存等を継続する。また、先導プログ

ラムとも連携しつつ保存試料から環境情報を読み出すための計測手法に関する研究ならびに実

試料の分析も推進する。 

 

７．環境微生物及び絶滅危惧藻類の収集・系統保存・提供 

環境微生物保存株及び絶滅危惧藻類の保存・提供と株情報の整備、そして環境研究に資する

重要株やタイプ株等の収集と寄託の受入れを継続する。また凍結保存困難株と絶滅危惧種であ

る淡水産紅藻カワモズク類の凍結保存への移行作業を進めるとともに、分譲件数の多い保存株

の無菌化とシャジクモ保存株の単藻化にも取り組む。更にシャジクモ保存株を対象とした DNA

バーコード情報の整備、そして前年度に受け入れた保存株に関する付加情報整備とデータベー

ス化、ウェブ上への公開を順次進める。 

 

８．絶滅の危機に瀕する野生生物種の細胞・遺伝子保存 

絶滅の危機に瀕する鳥類等の体細胞、生殖細胞及び遺伝子の長期保存を継続する。特に、種

の保存法により保護増殖事業計画が策定されている鳥類14種の中でアホウドリ及びオオトラツ

グミについて、哺乳類4種の中ではイリオモテヤマネコについて試料収集体制構築に向けた情報

収集を行う。アジア地域に分布している絶滅危惧種の中で特に緊急性の高い種（サイ、オラウー

タン、コウノトリ等）について現地研究者と連携して試料収集を行う。 

 

９．生物多様性・生態系情報の基盤整備 

生物多様性や生態系の評価・予測・保全・再生に向けた情報基盤整備を推進する。具体的に

は、霞ヶ浦データベースと摩周湖データベースについては、データベースの利活用を推進する

とともに、国内外の他の研究機関との連携を図りつつ新たな長期データの整備・公開を進める。

侵入生物データベースについては、環境省の外来生物法見直し作業におけるブラックリスト整
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備を支援するために、外来生物の防除・管理優先度決定のための評価法を確立する。生物分布

の推定や生物多様性の評価に使うための土地利用データベースの公開を行う。造礁サンゴ分布

ならびにユスリカの種固有 DNA塩基配列（DNAバーコード）のデータベース化に着手する。 

 

１０．地域環境変動の長期モニタリングの実施、共同観測拠点の基盤整備 

東アジアの大気環境変動を長期的な視点で監視・観測するために、沖縄辺戸・長崎福江にお

いて粒子状物質などの長期的な大気質モニタリングを行う。 
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